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家具の固定などで住まいの耐震対策

　自らが居住する住宅で、地震による転倒を防止するために家具な
どを固定する費用を補助します。ただし、三重県木造住宅耐震促進
協議会の会員で、三重県木造住宅耐震補強マニュアル講習会を修了
した人などが取り付ける場合に限ります。
補助金額　補助対象経費の9/10(上限１万円)

家具等転倒防止対策事業補助金

最大補助額１万円

　木造住宅の耐震診断・耐震補強工事や、無料
耐震診断の申し込み、補助制度、補強方法・費
用などについて、設計士と津市職員が相談に応
じます。
申し込み　電話で建築指導課(Ｔ229－3187)へ

各総合支所で開催！

木造住宅の耐震診断・耐震補強相談会

と　き ところ
６月12日㈬
６月26日㈬
７月10日㈬
８月28日㈬
９月11日㈬
９月25日㈬
10月23日㈬
11月13日㈬

市美里庁舎
市一志庁舎
市白山庁舎
市美杉庁舎
市安濃庁舎
市芸濃庁舎
市河芸庁舎
市久居庁舎

※開催予定日は変更する場合があります。
　詳しくは建築指導課へお問い合わせく
　ださい。

今後の開催予定

耐地(たいち)くん
津市耐震事業ＰＲキャラクター

５月22日　 10時～15時
市香良洲庁舎　玄関ロビー

水

ブロック塀等の
防災対策についても
ご相談ください！

　自らが居住する住宅で、地震等による家具などの転倒を防止する
ための固定金具の配布を無償で行います。また、配布する固定金具
の取り付けが困難な場合、65歳以上の高齢者のみの世帯、障がいの
ある人※と同居している世帯を対象に取付支援を無償で行います。
取付支援を希望する場合は配布申請をする際に同時に申請してくだ
さい。なお、固定金具の配布・取付支援は、それぞれの実施年度を
問わず１世帯につき１回限りです。

家具等転倒防止対策啓発事業

無料

配付・取付支援
する固定金具
配付・取付支援
する固定金具

※障がいのある人とは「身体障
害者手帳の級が１級から３
級」、「精神障害者保健福祉
手帳の級が１級」、「要介護
認定の区分が３から５」、
「療育手帳の区分がＡ」のい
ずれかに該当する人を示しま
す。


